
石川県農林水産部建設工事総合評価方式における若手技術者育成方式試行要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、石川県制限付き一般競争入札実施要領（以下「入札実施要領」という）、石

川県農林水産部建設工事総合評価方式試行要領（以下「試行要領」という）、及び石川県農林水

産部建設工事総合評価方式試行運用基準（以下「運用基準」という）に基づき試行・運用する工

事のうち、経験豊富な技術者から若手技術者への技術伝承を図ることを目的として行う、総合評

価方式（以下「若手技術者育成方式」という）を実施する場合の事務処理に必要な事項を定める。 
 

２ 本要領に定めのない事項は、石川県が発注する建設工事における技術者及び現場代理人の兼務等の

取扱いに関する要領(以下「兼務要領」という)、入札実施要領、試行要領及び運用基準に定めるとこ

ろによる。 

 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）若手技術者 

     入札公告日において、４０歳未満の配置予定技術者で、指導技術者による指導を必要とする者

をいう。 

（２）指導技術者 

若手技術者の技術指導を行う者をいう。 

（３）技術者 

主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐をいう。 

 
（対象工事） 

第３条 対象工事は、次に定める事項をすべて満たす工事とする。 

（１）簡易型(Ⅰ)、簡易型(Ⅱ)、実績簡易型及び簡易型(Ⅲ)で配置予定技術者の同種工事の実績を評

価対象とする工事 

（２）県内企業が入札参加する工事 

 

（入札公告） 

第４条 若手技術者育成方式による入札を実施しようとするときは、入札公告に次の事項を加えるもの

とする。 

（１）若手技術者育成方式の対象工事であること 

 

（指導技術者の配置条件） 

第５条 配置予定技術者として若手技術者を配置する場合は、指導技術者を配置することができる。 

 

（若手技術者の取扱い） 

第６条 申請した若手技術者がやむを得ない理由で配置できない場合、又は工期途中に交代する場

合は、資格要件及び総合評価の加算点が指導技術者と同等以上の者を配置すること。 

 

２ 若手技術者は、当該工事以外の工事の役職を兼ねることはできない。 

 



（指導技術者の取扱い及び職務） 

第７条 指導技術者の取扱い及び職務は下記のとおりとする。 

 （１）指導技術者は、当該建設業者との間に３ヶ月以上の雇用関係があること。 

（２）指導技術者の資格要件は、建設業法（以下「法」という）第15条第２号イに該当する資格

を有する者とする。 

（３）指導技術者は、当該工事の総合評価方式に係る技術資料作成要領に記載されている配置予

定技術者の同種工事の実績を有すること。 

（４）同一の若手技術者育成方式の入札においては、指導技術者の申請は１名に限る。 

（５）指導技術者は、建設工事の適正な履行を確保するために、必要な技術指導を若手技術者に

行わなければならない。 

（６）指導技術者は、施工計画書作成時、段階確認、技術提案の履行確認、中間検査及び完成検

査前には必ず技術指導を行うものとする。 

（７）請負者は、技術指導を行った場合は、指導内容報告書（別紙様式１）により、監督員あて

報告しなければならない。 

（８）指導技術者は、当該工事以外の工事が主任技術者の専任を要しない工事の場合、その工事

の主任技術者を兼ねることができる。 

（９）指導技術者は、当該工事以外の工事が技術者の専任を要する工事の場合、その工事の技術

者を兼ねることはできない。ただし、その工事が兼務要領による技術者の兼務が認められた

工事の場合は、その工事の技術者を兼ねることができる。 

（10）指導技術者は、当該工事の現場代理人を兼ねることができる。 

（11）指導技術者は、当該工事以外の工事の現場代理人を兼ねることはできない。ただし、その

工事が兼務要領による現場代理人の兼務が認められた工事の場合は、その工事の現場代理人

を兼ねることができる。 

（12）指導技術者は、当該工事と当該工事以外の工事現場の相互の移動時間が概ね３０分以内又

は同一市町内の工事の指導技術者を兼ねることができる。ただし、工事現場の施工体制を確

認できる情報通信技術の措置を講じ、かつ、工事現場以外の場所から現場状況を確認するた

めの情報通信機器を設置し、当該機器を利用可能な環境が確保されている場合、当該工事と

当該工事以外の工事現場の相互の移動時間を２時間以内とすることができる。 

（13）指導技術者が、他の工事の技術者、現場代理人、指導技術者と兼ねることができる工事数

は合わせて３件までとする。 

（14）指導技術者は、法第７条第１号に規定する経営業務の管理責任者を兼ねることができない。 

（15）指導技術者の工期途中における交代の承諾は、交代後における指導技術者が変更前におけ

る指導技術者と資格要件及び総合評価の加算点が同等で、やむを得ないと認められる場合に

のみできるものとする。 

 

２ 受注者は指導技術者を選任したときは、発注者に通知しなければならない。 

 

（総合評価方式における取扱い） 

第８条 若手技術者を主任（監理）技術者として配置し、且つ指導技術者を配置する場合は、運用

基準第７条（３）の「同種工事の施工実績」は、指導技術者で評価するものとする。但し、指導

技術者での評価は県内企業のみとする。 

 



２ 配置予定技術者が若手技術者で指導技術者を配置する場合は、運用基準第６条第２項の規定に

係らず、配置予定技術者の申請は１名のみとする。 

 

（付則） 

この要領は、平成２７年１月１日から施行する。 

この要領は、平成２７年５月１日から施行する。 

この要領は、平成２７年６月１日から施行する。 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要領は、令和６年１２月１８日から施行する。 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


